
平成２８年度

〈第１回〉鳥取県道路メンテナンス会議

○日 時：平成２８年７月１３日（水）

１３：３０～１５：３０

○場 所：国土交通省鳥取河川国道事務所

１階 会議室

（鳥取市田園町４丁目４００番地）

議 事 次 第

１．開 会

２．議 事

１．規約改正

２．平成２７年度の点検結果

３．平成２８年度以降の点検計画

４．跨道橋の耐震補強等の推進について

５．好事例の共有

６．平成２８年度の取り組み予定

３．連絡調整

４．閉 会



役　職 氏　名

会　 長 国土交通省中国地方整備局 鳥取河川国道事務所長 田宮
た み や

　佳代子
か よ こ

○

副会長 国土交通省中国地方整備局 倉吉河川国道事務所長 神宮
じんぐう

　祥司
し ょ う じ

× 副所長 赤星
あかほし

　剛
つよし

副会長 鳥取県県土整備部 道路企画課長 山内
やまうち

　政己
ま さ み

○

副会長 西日本高速道路株式会社中国支社 米子高速道路事務所長 山本
やまもと

　敏彦
としひこ

○

鳥取市 都市整備部長 網田
あ み た

　正
ただし

○

米子市 建設部長 細川
ほそかわ

　庸
よう

一郎
いちろう

× 係長 福本
ふくもと

　靖
やすし

倉吉市 建設部長 石賀
い し が

　祐二
ゆ う じ

× 課長 小谷
こだに

　卓
たく

徳
のり

境港市 建設部長 下坂
しもさか

　鉄雄
て つ お

× 主査 渡辺
わたなべ

　友則
とものり

岩美町 産業建設課長 村島
むらしま

　一美
か ず み

× 課長補佐 沖島
おきしま

 祐一
ひろかず

若桜町 町土整備課長 山口
やまぐち

 由
ゆ

企
き

夫
お

○

智頭町 地域整備課長 草刈
くさかり

　英
ひで

人
と

○

八頭町 建設課長 高橋
たかはし

　和彦
かずひこ

○

三朝町 建設水道課長 米原　英章
よねはら ひであき

○

湯梨浜町 建設水道課長 小林
こばやし

　長
なが

志
し

○

琴浦町 建設課長 倉光
くらみつ

　雅彦
まさひこ

○

北栄町 地域整備課長 吉岡
よしおか

　正雄
ま さ お

× 地域整備室長 梅原
うめはら

　健
たけし

日吉津村 建設産業課長 松嶋
まつしま

　宏幸
ひろゆき

○

大山町 建設課長 野坂
の さ か

　友晴
ともはる

× 課長補佐 小
おぐら

倉　祥司
しょうじ

南部町 建設課長 芝田
し ば た

　卓巳
た く み

○

伯耆町 地域整備課長 井本
い も と

　達彦
たつひこ

× 主任 眞野
まの

　孝平
こうへい

技師 山根
やまね

　賢志
けんじ

日南町 建設課長 財
さい

原
ばら

　積
つもる

○

日野町 建設水道課長 吉原
よしはら

　敏治
としはる

× 主任 瀬
せ

崎
さき

　将太
しょうた

江府町 建設課長 小林
こばやし

　健治
け ん じ

○

公益財団法人鳥取県建設技術センター 代表理事 山田
や ま だ

　和成
かずなり

× 建設支援課長 井
い

筒
つつ

　博明
ひろあき

国土交通省中国地方整備局　道路部 地域道路調整官 田中
た な か

　敏彦
としひこ

○

国土交通省中国地方整備局　道路部 道路保全企画官 沢口
さわぐち

　俊樹
と し き

○

国土交通省中国地方整備局　鳥取河川国道事務所　道路管理第二課

鳥取県県土整備部　道路企画課

西日本高速道路株式会社中国支社　米子高速道路事務所　統括課

オブザーバー

事務局

平成２８年度　第１回鳥取県道路メンテナンス会議　出席者名簿
代理出席者

所　属 役　職 氏　名 出欠
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【　配席表　】

中国地方整備局

地域道路調整官

中国地方整備局

道路保全企画官

鳥取市

倉吉市

米子市

境港市

若桜町

岩美町

倉吉河川国道

事務所長

鳥取河川国道

事務所長

鳥取県

道路企画課長
西日本高速道路

米子高速道路事務所長

鳥取県

建設技術センター

江府町

日野町

伯耆町

日南町

南部町

日吉津村

大山町

琴浦町三朝町八頭町智頭町

入り口

湯梨浜町 北栄町

事務局

事務局

マスコミ

－ 平成２８年度 〈第１回〉鳥取県道路メンテナンス会議 鳥取河川国道事務所 １階 会議室 －
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２．議事

１．規約改正
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鳥取県道路メンテナンス会議 規約

（名 称）

第１条 本会議は、「鳥取県道路メンテナンス会議」（以下「会議」という。）と称する。

（目 的）

第２条 会議は、道路法（昭和27年法律第180号）第２８条の２に規定の「協議会」に位

置付けるものとし、鳥取県内の道路管理を計画的、効率的に行うため、各道路管理者が

相互に連絡調整等を行うことにより、道路施設等の予防保全・老朽化対策の強化等を図

ることを目的とする。

（審議事項）

第３条 会議は、前条の目的を達成するため、次の事項について審議する。

一 道路施設の維持管理等に係る情報共有・情報発信に関すること。

二 道路施設の点検、修繕計画等の把握・調整に関すること。

三 道路施設の技術基準類、健全性の診断、技術的支援等に関すること。

四 その他道路の管理に関連し会長が妥当と認めた事項

（組 織）

第４条 会議は、別表１に掲げる、鳥取県内における高速自動車国道、一般国道、県道及

び市町村道の各道路管理者等で組織する。

２ 会議には、会長及び副会長３名を置くものとし、会長は国土交通省中国地方整備局鳥

取河川国道事務所長、副会長は国土交通省中国地方整備局倉吉河川国道事務所長、鳥取

県県土整備部道路企画課長及び西日本高速道路株式会社中国支社米子管理高速道路事務

所長とする。

３ 会長に事故等あるときは、副会長がその職務を代行する。

４ 会長は、個別課題等についての検討・調整を行うため、専門部会を設置することがで

きる。

５ 会議には、高速自動車国道、一般国道、県道及び市町村道の各道路管理者の代表者か

らなる幹事会を置くものとし、構成は別表１のとおりとする。

６ 道路施設等の不具合発生時等における技術的な助言、専門的な研究機関等への技術相

談の窓口を国土交通省中国地方整備局鳥取河川国道事務所に置く。

（会議の運営）

第５条 会議は、必要に応じて会長が招集し、運営する。

２ 会議には、必要に応じて、会長が指名する者の出席を求めることができる。

（幹事会）

第６条 幹事会は、必要に応じて幹事長が招集し、次の事項について調整する。

一 会議の運営全般についての補助、会員相互の連絡調整に関すること。

二 会議における審議議題の調整に関すること。

三 その他会議の運営に際し必要となる事項の調整に関すること。
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（事務局）

第７条 会議の事務局は、国土交通省中国地方整備局鳥取河川国道事務所道路管理第二課、

鳥取県県土整備部道路企画課及び西日本高速道路株式会社中国支社米子管理高速道路事

務所に置く。

（規約の改正）

第８条 本規約の改正等は、会議の審議・承認を得て行う。

（その他）

第９条 本規約に定めるもののほか必要な事項は、その都度協議して定める。

（附 則）

本規約は、平成２６年５月１９日から施行する。

平成２８年 ７月１３日 改正（第４条２、第７条、別表１、別表２）
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別表１

所　　属 役　　職

会 　長 国土交通省中国地方整備局 鳥取河川国道事務所長

副会長 国土交通省中国地方整備局 倉吉河川国道事務所長

副会長 鳥取県県土整備部 道路企画課長

副会長 西日本高速道路株式会社中国支社 米子 管理高速道路事務所長

鳥取市 都市整備部長

米子市 建設部長

倉吉市 建設部長

境港市 建設部長

岩美町 産業建設課長

若桜町 町土整備課長

智頭町 地域整備課長

八頭町 建設課長

三朝町 建設水道課長

湯梨浜町 建設水道課長

琴浦町 建設課長

北栄町 地域整備課長

日吉津村 建設産業課長

大山町 建設課長

南部町 建設課長

伯耆町 地域整備課長

日南町 建設課長

日野町  産業振興建設水道課長

江府町 建設課長

公益財団法人鳥取県建設技術センター 代表理事

国土交通省中国地方整備局　道路部 地域道路調整官

国土交通省中国地方整備局　道路部 道路保全企画官

鳥取県道路メンテナンス会議　名簿

オブザーバー

国土交通省中国地方整備局　鳥取河川国道事務所　道路管理第二課

鳥取県県土整備部　道路企画課

西日本高速道路株式会社中国支社　米子 管理高速道路事務所

事務局
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別表２

所　　属 役　　職

幹事長 国土交通省中国地方整備局鳥取河川国道事務所 副所長

副幹事長 国土交通省中国地方整備局倉吉河川国道事務所 副所長

副幹事長 鳥取県県土整備部道路企画課 課長補佐

副幹事長 西日本高速道路株式会社中国支社米子 管理高速道路事務所 副所長

鳥取市都市整備部 道路課長

米子市建設部 次長

倉吉市建設部 建設課長

境港市建設部管理課 課長

岩美町産業建設課 課長補佐

若桜町町土整備課 参事

智頭町地域整備課 参事

八頭町建設課 主幹

三朝町建設水道課町土整備室 室長

湯梨浜町建設水道課 課長補佐

琴浦町建設課 課長補佐

北栄町地域整備課地域整備室 室長

日吉津村建設産業課 主査

大山町建設課 課長補佐

南部町建設課 課長補佐

伯耆町地域整備課環境整備室 副室長

日南町建設課基盤整備室 室長

日野町 産業振興建設水道課 主事

江府町建設課 課長補佐

公益財団法人鳥取県建設技術センター建設支援課 課長

国土交通省中国地方整備局　道路部 地域道路課長

国土交通省中国地方整備局　道路部 道路構造保全官

鳥取県道路メンテナンス会議　幹事会名簿

事務局

国土交通省中国地方整備局　鳥取河川国道事務所　道路管理第二課

鳥取県県土整備部　道路企画課

西日本高速道路株式会社中国支社　米子 管理高速道路事務所

オブザーバー
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２．平成２７年度の点検結果

２．議事
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を
要
す
る
な
ど
の
課
題
が
存
在
す
る
が
、
全
て
の
鉄
道

事
業
者
と
今
後
の
点
検
計
画
を
確
認
し
て
お
り
、
平
成
28
年
度
は
平
成
2
7
年
度
の
1
.
4
倍
を
点
検
予
定

52
%

24
%

43
%

27
%

＜
最
優
先
で
点
検
す
べ
き
橋
梁
の
点
検
計
画
と
平
成
2
7
年
度
末
ま
で
の
実
施
状
況
＞

管
理

施
設

数
計

画
点

検
数

点
検

実
施

数
点

検
実

施
率

橋
梁

9
4
,4
5
9

2
6
,2
8
5

2
7
%

緊
急
輸
送
道
路

を
跨
ぐ
跨
道
橋

1
,3
9
4

7
2
2

5
2
%

跨
線

橋
7
9
7

1
9
8

2
4
%

緊
急
輸
送
道
路
を

構
成
す
る
橋
梁

1
5
,2
0
6

6
,6
9
4

4
3
%

※
H

28
.6
月
末
時
点
（
管
理
施
設
数
は

H
27

.1
2.

31
時
点
）

9%
18

%

22
%

30
%

8%
16

%

13
%

30
%

2
5
,3
2
5

7
2
1

6
,5
0
1

1
8
8

※
速
報
値

資
料

①
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【
機

密
性

２
】

2%

18
%

17
%

54
%

13
%

17
%

6%

13
%

23
%

21
%

24
%

22
%

17
%

33
%22

%

道
路
附
属
物
等

ト
ン
ネ
ル

橋
梁

平
成
26

年
度

平
成
27

年
度

平
成
28

年
度

平
成
29

年
度

平
成
30

年
度

鳥
取
県
内
の
点
検
実
施
状
況
（
全
体
）

○
平

成
２
６
年

７
月

の
省

令
施

行
を
踏

ま
え
、
道

路
管

理
者

は
、
全

て
の

橋
梁

、
ト
ン
ネ
ル

等
に
つ
い
て
、
５
年

に
１
回

の
近

接
目

視
に
よ
る
点

検
計

画
を
策

定
。
平

成
2
7
年

度
ま
で
の

点
検

実
施

率
は

、
橋

梁
約

３
３
％

、
ト
ン
ネ
ル

約
３
１
％

、
道

路
附

属
物

等
約

５
５
％

○
橋

梁
に
つ
い
て
は

、
国

土
交

通
省

で
は

、
全

体
の

約
３
割

を
点

検
し
て
い
る
が

、
道

路
管

理
者

に
よ
っ
て
取

組
状

況
が

異
な
る

○
第
三
者
被
害
の
予
防
並
び
に
路
線
の
重
要
性
の
観
点
か
ら
、
最
優
先
で
点
検
を
推
進
す
る
橋
梁
を
規
定

＜
５
年
間
の

点
検

計
画
と
平
成
2
7
年
度
の
実
施
状
況
＞

＜
各
構
造
物
の
点

検
実
施
状
況
＞

資
料

➁

＜
橋
梁
点
検
状
況

（
管
理
者
別
）
＞

＜
橋
梁
の
点

検
方

針
＞

コ
ン
ク
リ
ー
ト
片

の
落

下
等

に
よ
る
第

三
者

被
害

の
予

防
並

び
に
路

線
の

重
要

性
の

観
点

か
ら
、
以

下
に
つ
い

て
は
、
最
優
先
で
点
検
を
推
進

・
緊
急
輸
送
道
路
を
跨
ぐ
跨
道
橋

・
跨
線
橋

・
緊

急
輸

送
道

路
を
構

成
す
る
橋

梁

道
路
施
設

管
理

施
設

数
計

画
点

検
数

点
検

実
施

数
点

検
実

施
率

橋
梁

7
,8
8
8

2
,6
2
2

2
,6
4
1

3
4
%

ト
ン
ネ
ル

1
2
3

3
8

3
8

3
1
%

道
路
附
属
物
等

2
6
6

1
4
9

1
4
7

5
5
%

管
理
者

管
理

施
設

数
計

画
点

検
数

点
検

実
施

数
点

検
実

施
率

国
土
交
通
省

8
2
2

2
3
0

2
3
1

2
8
%

高
速
道
路
会
社

4
9

9
8

1
6
%

地
方
公
共
団
体

7
,0
1
7

2
,3
8
3

2
,4
0
2

3
4
%

合
計

7
,8
8
8

2
,6
2
2

2
,6
4
1

3
4
%

※
H

28
.6
月
末
時
点
（
管
理
施
設
数
は

H
27

.1
2.

31
時
点
）

１
７

%

１
８

%

２
%

※
H

28
.6
月
末
時
点
（
管
理
施
設
数
は

H
27

.1
2.

31
時
点
）

※
速
報
値

※
速
報
値

１
７

%
３
４

%

１
３

%
３
１

%

５
３

%
５
５

%

－　11　－



【
機

密
性

２
】

7%8%

24
%

17
%

26
%

23
%

29
%

17
%

35
%

21
%

16
%

23
%

16
%

27
%

19
%

22
%

16
%

22
%11

%

22
%

緊
急
輸
送
道
路
を

構
成
す
る
橋
梁

跨
線
橋

緊
急
輸
送
道
路
を

跨
ぐ
跨

道
橋橋

梁

平
成
26

年
度

平
成
27

年
度

平
成
28

年
度

平
成
29

年
度

平
成
30

年
度

鳥
取
県
内
の
点
検
実
施
状
況
（
橋
梁
）

○
最
優
先
で
点
検
す
べ
き
橋
梁
の
点
検
実
施
率
（
H
2
7
年
度
ま
で
）
は
、
緊
急
輸
送
道
路
を
跨
ぐ
跨
道
橋
約
５
３
％
、
跨
線

橋
約
２
７
％
、
緊
急
輸
送
道
路
を
構
成
す
る
橋
梁
約
３
３
％
で
あ
り
、
跨
線
橋
の
点
検
が
遅
れ
て
い
る
状
況

○
跨
線
橋
の
点
検
に
は
、
鉄
道
事
業
者
と
の
協
議
や
調
整
に
時
間
を
要
す
る
な
ど
の
課
題
が
存
在
す
る
が
、
全
て
の
鉄
道

事
業
者
と
今
後
の
点
検
計
画
を
確
認
し
て
お
り
、
平
成
28
年
度
は
平
成
2
7
年
度
の
1
.
8
倍
を
点
検
予
定

53
%

27
% 33

%

33
%

＜
最
優
先
で
点
検
す
べ
き
橋
梁
の
点
検
計
画
と
平
成
2
7
年
度
末
ま
で
の
実
施
状
況
（
見
込
み
）
＞

管
理

施
設

数
計

画
点

検
数

点
検

実
施

数
点

検
実

施
率

橋
梁

7
,8
8
8

2
,6
2
2

3
3
%

緊
急
輸
送
道
路

を
跨
ぐ
跨
道
橋

1
2
9

6
9

5
3
%

跨
線

橋
9
7

3
0

2
7
%

緊
急
輸
送
道
路
を

構
成
す
る
橋
梁

1
,4
6
4

4
8
4

3
3
%

※
H

28
.6
月
末
時
点
（
管
理
施
設
数
は

H
27

.1
2.

31
時
点
）

17
%

16
%

24
%

29
%

8%
19

%

7%
26

%

2
,6
4
1

6
8

4
8
2

2
6

※
速
報
値

資
料

➁
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【
機

密
性

２
】

鳥
取
県
の
Ｈ
２
７
点
検
結
果
（
橋
梁
）

資
料

➂

＜
平
成

27
年
度
管
理
者
別
点
検
結
果
（
橋
梁
）
＞

管
理
者

管
理

施
設

数
（

H
2
7
.1
2
.3
1
現

在
）

点
検
実
施
数

判
定

区
分

内
訳

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ

国
土
交
通
省

8
2
2

1
1
5

9
1

1
8

6
0

高
速
道
路
会
社

4
9

0
0

0
0

0

鳥
取
県

2
,0
3
8

5
4
6

7
3

3
5
0

1
2
3

0

市
町
村

4
,9
7
9

6
7
2

9
5

4
6
2

1
1
4

1

合
計

7
,8
8
8

1
,3
3
3

2
5
9

8
3
0

2
4
3

1

○
鳥
取
県
の
橋
梁
の
点
検
結
果
は
、
判
定
区
分
Ⅲ
（
早
期
に
措
置
を
講
ず
べ
き
状
態
）
は
2
4
3
橋
（
1
8
.
2
%
）
、
さ
ら
に
、

判
定
区
分
Ⅱ
（
予
算
の
許
す
限
り
、
長
期
的
な
修
繕
コ
ス
ト
低
減
の
観
点
か
ら
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
望
ま
し
い
状

態
）
は
8
3
0
橋
（
6
2
.
3
%
）

※
点
検
実
施
数
は

H
28

.6
月
末
時
点

※
速
報
値

－　13　－



【
機

密
性

２
】

鳥
取
県
の
Ｈ
２
７
点
検
結
果
（
ト
ン
ネ
ル
）

資
料

➂

＜
平
成

27
年
度
管
理
者
別
点
検
結
果
（
ト
ン
ネ
ル
）
＞

管
理
者

管
理

施
設

数
（

H
2
7
.1
2
.3
1
現

在
）

点
検
実
施
数

判
定

区
分

内
訳

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ

国
土
交
通
省

5
8

3
0

3
0

0

高
速
道
路
会
社

1
0

7
0

4
3

0

鳥
取
県

3
6

6
0

5
1

0

市
町
村

1
9

0
0

0
0

0

合
計

1
2
3

1
6

0
1
2

4
0

○
鳥
取
県
の
ト
ン
ネ
ル
の
点
検
結
果
は
、
判
定
区
分
Ⅲ
（
早
期
に
措
置
を
講
ず
べ
き
状
態
）
は
4
ト
ン
ネ
ル
(
2
5
.
0
%
）
さ

ら
に
、
判
定
区
分
Ⅱ
（
予
算
の
許
す
限
り
、
長
期
的
な
修
繕
コ
ス
ト
低
減
の
観
点
か
ら
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
望
ま
し

い
状
態
）
は
1
2
ト
ン
ネ
ル
（
3
6
.
4
%
）

※
点
検
実
施
数
は

H
28

.6
月
末
時
点

※
速
報
値

－　14　－



【
機

密
性

２
】

鳥
取
県
の
Ｈ
２
７
点
検
結
果
（
道
路
附
属
物
等
）

資
料

➂

＜
平
成

27
年
度
管
理
者
別
点
検
結
果
（
道
路
附
属
物
等
）
＞

管
理
者

管
理

施
設

数
（

H
2
7
.1
2
.3
1
現

在
）

点
検
実
施
数

判
定

区
分

内
訳

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ

国
土
交
通
省

1
1
4

9
7

2
0

0

高
速
道
路
会
社

9
0

0
0

0
0

鳥
取
県

1
3
5

1
3
2

4
6

7
5

1
1

0

市
町
村

8
0

0
0

0
0

合
計

2
6
6

1
4
1

5
3

7
7

1
1

0

○
鳥
取
県
の
道
路
附
属
物
等
の
点
検
結
果
は
、
判
定
区
分
Ⅲ
（
早
期
に
措
置
を
講
ず
べ
き
状
態
）
は
1
1
施
設
（
7
.
8
%
）
、

判
定
区
分
Ⅱ
（
予
算
の
許
す
限
り
、
長
期
的
な
修
繕
コ
ス
ト
低
減
の
観
点
か
ら
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
望
ま
し
い
状

態
）
は
7
7
施
設
（
5
4
.
6
%
）

※
点
検
実
施
数
は

H
28

.6
月
末
時
点

※
速
報
値

－　15　－



【
機

密
性

２
】

平
成
2
7
年
度
点
検
の
判
定
区
分
Ⅳ
の
構
造
物
リ
ス
ト
（
鳥
取
県
）

判
定
区
分
Ⅳ
の
施
設
は
、
橋
梁
に
対
し
て
緊
急
措
置
を
実
施

区
分

状
態

Ⅰ
健

全
構

造
物

の
機

能
に

支
障

が
生

じ
て

い
な

い
状

態

Ⅱ
予

防
保

全
段

階
構

造
物

の
機

能
に

支
障

が
生

じ
て

い
な

い
が

、
予

防
保

全
の

観
点

か
ら

措
置

を
講

ず
る

こ
と

が
望

ま
し

い
状

態

Ⅲ
早

期
措

置
段

階
構

造
物

の
機

能
に

支
障

が
生

じ
る

可
能

性
が

あ
り

、
早

期
に

措
置

を
講

ず
べ

き
状

態

Ⅳ
緊

急
措

置
段

階
構

造
物

の
機

能
に

支
障

が
生

じ
て

い
る

、
又

は
生

じ
る

可
能

性
が

著
し

く
高

く
、

緊
急

に
措

置
を

講
ず

べ
き

状
態

※
判
定
区
分

管
理

者
施

設
名

路
線

名
建

設
年

損
傷

の
具
体
的
内
容

緊
急
（
応
急
）
措
置
状
況

日
南

町
通

天
橋

町
道

石
霞

渓
線

1
9
2
9

主
桁
の
腐
食

通
行
止
め

＜
判

定
区
分

Ⅳ
の
リ
ス
ト
＞

○
橋
梁

資
料

⑤

＜
判

定
区
分

Ⅳ
の
リ
ス
ト
＞

○
道
路
附
属
物
等

○
ト
ン
ネ
ル

判
定
区
分
Ⅳ

該
当
施
設
な
し

－　16　－



２．議事

３．平成２８年度以降の点検計画

－　17　－



【
機

密
性

２
】

鳥
取
県
の
Ｈ
２
８
年
度
以
降
の
点
検
計
画

資
料

⑥

道
路
施
設

管
理

施
設

数
H
2
6
・
H
2
7

計
画

点
検

数
（

A
）

H
2
8
計

画
点
検
数

（
B
）

H
2
6
・

H
2
7

点
検
実
施
数

（
C
）

H
2
8
点

検
予

定
数

（
A
+
B
-
C
）

H
2
9
点

検
予

定
数

H
3
0
点

検
予

定
数

橋
梁

7
,8
8
8

2
,6
2
2

1
,7
8
7

2
,6
4
1

1
,7
6
8

1
,7
2
8

1
,7
5
1

ト
ン
ネ
ル

1
2
3

3
8

1
6

3
3

2
1

2
9

4
0

道
路
附
属
物

等
2
6
6

1
4
9

1
6

1
4
7

1
8

5
6

4
5

＜
各

構
造

物
の

平
成

28
年
度
の
点
検
予
定
＞

・
H

27
、

H
28

、
H

29
、

H
30

計
画
点
検
数
は
、

H
27

.1
2に

策
定
し
た
数
値

で
あ
り
、
今

後
の

計
画

点
数

は
見

直
し

す
る
こ
と
が

あ
る
。

－　18　－



【
機

密
性

２
】

鳥
取
県
の
Ｈ
２
８
年
度
点
検
計
画
（
最
優
先
で
点
検
す
べ
き
橋
梁
）

資
料

⑥

道
路
施
設

管
理

施
設

数
H
2
6
・

H
2
7

計
画
点
検
数

（
A
）

H
2
8
計

画
点
検
数

（
B
）

H
2
6
・

H
2
7

点
検
実
施
数

（
C
）

H
2
8
点

検
予

定
数

（
A
+
B
-
C
）

H
2
9
点

検
予

定
数

H
3
0
点

検
予

定
数

緊
急
輸
送
道

路
を
跨
ぐ
跨
道

橋
1
2
9

6
9

2
1

6
8

2
2

2
5

1
4

跨
線
橋

9
7

3
0

2
0

2
6

2
4

2
6

2
1

緊
急
輸
送
道

路
を
構
成
す

る
橋
梁

1
,4
6
4

4
8
4

5
1
1

4
8
2

5
1
3

2
2
8

2
4
1

＜
最
優
先
で
点
検
す
べ
き
橋
梁
の
平
成

28
年
度
の
点
検
予
定
＞

・
H

27
、

H
28

、
H

29
、

H
30

計
画
点
検
数
は
、

H
27

.1
2に

策
定
し
た
数
値

で
あ
り
、
今

後
の

計
画

点
数

は
見

直
し

す
る
こ
と
が

あ
る
。

－　19　－



４．跨道橋の耐震補強等の推進について

２．議事
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 T
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sm

課
題
・論
点
に
対
す
る
今
後
の
対
応

（橋
梁
分
野
）

資
料
４
－
１
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耐
震
補
強
の
効
果
の
検
証


兵
庫
県
南
部
地
震
を
受
け
て
、
耐
震
設
計
基
準
の
改
訂
、
緊
急
輸
送
道
路
等
に
つ
い
て
耐
震
補
強
な
ど
を
進
め
て

き
た
結
果
、
一
部
の
橋
梁
を
除
い
て
、
地
震
の
揺
れ
に
よ
る
落
橋
・
倒
壊
な
ど
の
致
命
的
な
被
害
は
生
じ
て
い
な
い
。

兵
庫
県
南
部
地
震

熊
本
地
震

発
生
年

平
成
７
年

平
成
２
８
年

最
大
震
度

震
度
７

震
度
７

落
橋
数

１
１
橋
（
４
７
径
間
）

２
橋
（
６
径
間
）
※

表
-1
地
震
の
揺
れ
に
よ
る
落
橋
・倒
壊
事
例

写
真

-3
国
道
３
号

跨
線
部

桁

橋
台

写
真

-4
阿
蘇
口
大
橋

（
国
道
５
７
号
）

写
真

-5
ア
ン
カ
ー
バ
ー

の
イ
メ
ー
ジ

【
土
木
学
会
会
長
特
別
調
査
団

調
査
報
告
】

（
H

2
8

.4
.3

0
）

【
耐
震
補
強
の
効
果
が
あ
っ
た
事
例
】

（
緊
急
輸
送
道
路
と
し
て
の
機
能
を
速
や
か
に
回
復
し
た
事
例
）

【
兵
庫
県
南
部
地
震
に
よ
る
被
害
と
の
比
較
】

写
真

-6
支
承
の
破
損
の
状
況

支
承
が
損
傷
し
た
も
の
の
、
ア
ン
カ
ー
バ
ー
に
よ
る
補
強
に
よ
り
、
損
傷
は
軽

度
で
あ
っ
た
。
（ブ
ロ
ッ
ク
の
ひ
び
割
れ
か
ら
、
ア
ン
カ
ー
バ
ー
に
力
が
作
用
し

た
こ
と
が
わ
か
る
）

国
道
３
号
の
橋
梁
で
は
、
耐

震
補
強
の
実
施
に
よ
り
、
損

傷
は
限
定
的
で
あ
っ
た
。

※
府
領
第
一
橋
（後
述
）、
田
中
橋
（斜
面
崩
壊
等
に
よ
る
も
の
を
除
く
）

・
兵
庫
県
南
部
地
震
な
ど
の
過
去
の
地
震

被
害
を
教
訓
に
、
耐
震
設
計
基
準
の
改
定
、

耐
震
補
強
な
ど
を
進
め
て
き
た
。

・
今
回
の
地
震
被
害
を
見
る
と
、
こ
の
成
果

が
着
実
に
効
果
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
が
確

認
さ
れ
た
。

あ
そ
ぐ
ち

写
真

-1
県
道
小
川
嘉
島
線

府
領
第
一
橋

写
真

-2
平
田
・
小
柳
線

田
中
橋

【
耐
震
補
強
が
未
実
施
で

被
害
を
受
け
た
事
例
】

写
真

-7
段
落
し
部
の
損
傷

市
道
（
1
-3
）
中
央
線
・
中
央
線
陸
橋

ち
ゅ
う
お
う
せ
ん
り
っ
き
ょ
う

ふ
り
ょ
う
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熊
本
県
内
、
大
分
県
内
の
震
度
６
弱
以
上
を
観
測
し
た
地
域
に
お
け
る
緊
急
輸
送
道
路
に
お
い
て
、
速
や
か
に
機
能

を
回
復
す
る
と
い
う
目
標
を
達
成
で
き
な
か
っ
た
橋
が

1
2
橋
あ
り
、
緊
急
輸
送
等
の
大
き
な
支
障
と
な
っ
た
。


こ
れ
ま
で
取
り
組
ん
で
き
た
耐
震
補
強
に
よ
り
、
落
橋
し
な
い
た
め
の
対
策
は
完
了
※
し
て
い
た
も
の
の
、
速
や
か
に

機
能
を
回
復
す
る
た
め
の
対
策
が
十
分
で
な
か
っ
た
こ
と
等
が
原
因
と
考
え
ら
れ
る
。


今
後
、
緊
急
輸
送
道
路
等
の
重
要
な
橋
に
つ
い
て
、
被
災
後
速
や
か
に
機
能
を
回
復
で
き
る
よ
う
耐
震
補
強
を
加
速

化
す
る
必
要
が
あ
る
。

写
真

-1
支
承
部
の
損
傷
及
び
橋
脚
の
傾
斜

（九
州
自
動
車
道
・木
山
川
橋
）

き
や
ま
が
わ

図
-1

緊
急
輸
送
道
路
の
橋
の
耐
震
性
能
の
発
揮
状
況

（熊
本
県
内
で
震
度

6
弱
以
上
を
観
測
し
た
主
な
地
域
）

※
高
速
道
路
、
直
轄
国
道
に
つ
い
て
は
、
兵
庫
県
南
部
地
震
と
同
程
度
の
地
震
に
対
し
て
、
落
橋
・
倒
壊
等
の
致
命
的
被
害
を
起
こ
さ
な
い
レ
ベ
ル
の
対
策
は
完
了

写
真

-2
支
承
部
の
損
傷
に
伴
う
桁
端
部
の
浮
き
上
が
り

（県
道
熊
本
高
森
線
・桑
鶴
大
橋
）

く
わ
づ
る

耐
震
補
強
の
効
果
の
検
証

【
凡
例
】

被
災
な
し
、
又
は
速
や
か
に
機
能
回
復
し
た
橋

速
や
か
に
機
能
回
復
で
き
な
か
っ
た
橋

地
図
：
国
土
地
理
院
地
図
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熊
本
県
内
の
高
速
道
路
を
跨
ぐ
跨
道
橋
に
お
い
て
、

4
橋
が
被
災
し
、
こ
の
う
ち

1
橋
が
落
橋
し
た
。


落
橋
し
た
橋
は
、
上
下
端
が
ヒ
ン
ジ
構
造
の
複
数
の
柱
で
構
成
さ
れ
、
単
独
で
は
自
立
せ
ず
、
水
平
方
向
の
上
部
構

造
慣
性
力
を
支
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
特
殊
な
橋
脚
（
ロ
ッ
キ
ン
グ
橋
脚
）
を
有
す
る
橋
で
あ
っ
た
。


同
橋
は
、
耐
震
設
計
基
準
に
準
拠
し
て
橋
台
部
に
横
変
位
拘
束
構
造
が
追
加
設
置
さ
れ
て
い
た
が
、
大
き
な
地
震

力
に
よ
り
横
変
位
拘
束
構
造
が
破
壊
さ
れ
、
上
部
構
造
の
水
平
変
位
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
さ
ら
に
、

上
部
構
造
の
水
平
変
位
に
伴
い
、
中
間
支
点
の
鉛
直
支
持
を
失
い
落
橋
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。


同
様
の
構
造
は
大
地
震
時
に
落
橋
に
至
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
適
切
な
補
強
又
は
撤
去
を
行
う
こ
と
が
必
要
。

ロ
ッ
キ
ン
グ
橋
脚
を
有
す
る
橋
梁
の
落
橋

写
真

-2
横
変
位
拘
束
構
造
の
破
壊
、
落
橋

（県
道
小
川
嘉
島
線
・府
領
第
一
橋
）

横
変
位
拘
束
構
造

（橋
軸
直
角
方
向
の
変
位
を
制
限
）

柱
柱

柱

ロ
ッ
キ
ン
グ
橋
脚

ヒ
ン
ジ

構
造

ヒ
ン
ジ

構
造

平
面
図

写
真

-1
府
領
第
一
橋
（落
橋
前
）

図
-1

府
領
第
一
橋
の
想
定
落
橋
メ
カ
ニ
ズ
ム

表
-1

被
災
し
た
跨
道
橋

柱
柱

柱

横
変
位
拘
束

構
造
の
破
壊

横
変
位
拘
束

構
造
の
破
壊

橋
梁
名

管
理
者

跨
道
橋
下
路
線
名

主
な
被
害
の
状
況

　
府
領
第
一
橋

ふ
り
ょ
う

熊
本
県

九
州
自
動
車
道

　
落
橋
（
ロ
ッ
キ
ン
グ
橋
脚
）

　
一
ツ
橋
側
道
橋

ひ
と
つ
ば
し

熊
本
県

九
州
自
動
車
道

　
鋼
桁
の
ず
れ
（
支
承
損
傷
、
段
差
発
生
）

　
神
園
橋

こ
う
ぞ
の

熊
本
市

九
州
自
動
車
道

　
橋
脚
傾
斜
（
ロ
ッ
キ
ン
グ
橋
脚
）

　
日
向

ひ
む
き

二
号
歩
道
橋

熊
本
市

九
州
自
動
車
道

　
橋
脚
損
傷

・上
下
端
に
ピ
ボ
ッ
ト
支
承
が

取
り
付
け
ら
れ
た
橋
脚
（両

端
ヒ
ン
ジ
構
造
）

・ピ
ボ
ッ
ト
支
承
は
鉛
直
力
支

持
機
能
と
回
転
機
能
を
有

す
る
構
造
（水
平
力
支
持
機

能
を
有
さ
な
い
）

柱
柱

柱

ピ
ボ
ッ
ト
支
承

図
-2

ロ
ッ
キ
ン
グ
橋
脚
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写
真

-1
完
全
自
立
構
造
の
施
工
例

対
策
前

対
策
後

ロ
ッ
キ
ン
グ
橋
脚
の
耐
震
補
強
の
考
え
方

柱
柱

柱
R

C
巻
き
立
て

に
よ
る
壁
化

剛
結

剛
結

ピ
ボ
ッ
ト
支
承
に
は
、
逸
脱
防
止
構
造
を
設
置

柱
柱

柱
R

C
巻
き
立
て

に
よ
る
壁
化

剛
結

す
べ
り
支
承
設
置
、

ピ
ボ
ッ
ト
支
承
存
置

柱
柱

柱
R

C
巻
き
立
て

に
よ
る
壁
化

ピ
ボ
ッ
ト

支
承
存
置

剛
結

【対
策
の
考
え
方
】

○
ロ
ッ
キ
ン
グ
橋
脚
の
安
定
性
を
確
保
す
る
た
め
の
構
造
と
す
る

①
単
独
で
自
立
可
能
な
構
造
（
完
全
自
立
構
造
）
を
基
本
と
す
る

②
施
工
上
の
制
約
が
あ
る
場
合
等
に
は
、
橋
軸
方
向
に
は
単
独
で
自
立
で
き

な
い
が
、
橋
軸
直
角
方
向
に
は
自
立
す
る
構
造
（
半
自
立
構
造
）
と
す
る

柱
柱

柱
R

C
巻
き
立
て
に
よ
る
壁
化
、

ブ
レ
ー
ス
材
に
よ
る
連
結

ピ
ボ
ッ
ト
支
承
存
置

ピ
ボ
ッ
ト
支
承
存
置

ピ
ボ
ッ
ト
支
承
に
は
、
逸
脱
防
止
構
造
を
設
置

橋
軸
方
向
の
抵
抗
力
は
別
途
確
保
が
必
要


単
独
で
は
自
立
で
き
ず
、
大
規
模
地
震
に
よ
る
変
位
が
生
じ
る
と
不
安
定
と
な
る
ロ
ッ
キ
ン
グ
橋
脚
を
有
す
る
橋
梁
で

は
、
支
承
部
の
破
壊
に
よ
り
、
落
橋
に
至
る
可
能
性
が
あ
る
。


よ
っ
て
、
部
分
的
な
破
壊
が
落
橋
に
つ
な
が
る
こ
と
を
防
ぎ
、
速
や
か
な
機
能
回
復
を
可
能
と
す
る
構
造
系
へ
の
転

換
が
必
要
。

・
ロ
ッ
キ
ン
グ
橋
脚
に
必
要
な
安
定
性
（
自
立
性
：
水
平
・
鉛
直
方
向
に
対
す
る
抵
抗
力
）
の
確
保

・
支
承
破
壊
に
よ
る
落
橋
モ
ー
ド
を
想
定
し
た
、
落
橋
防
止
シ
ス
テ
ム
の
装
備
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大
規
模
な
斜
面
崩
壊
に
よ
る
落
橋
事
例
、
地
盤
変
状
に
よ
る
橋
台
の
沈
下
等
に
よ
り
供
用
性
を
喪
失
し
た
事
例
も
存

在
。
必
要
に
応
じ
て
、
現
行
基
準
の
配
慮
事
項
に
地
質
・
地
盤
調
査
、
橋
の
構
造
形
式
、
設
置
位
置
等
の
配
慮
事
項

を
追
記
。

地
盤
変
状
に
よ
る
被
災

写
真

-1
橋
梁
周
辺
で
の
大
規
模
な
斜
面
崩
壊
（上
）

A
2
橋
台
側
桁
端
部
の
損
傷
（下
）

（村
道
栃
の
木
～
立
野
線
・阿
蘇
長
陽
大
橋
）

写
真

-2
橋
台
周
辺
で
の
地
盤

変
状
に
よ
る
橋
台
の
沈
下

（県
道
熊
本
高
森
線
・俵
山
大
橋
）

あ
そ

ち
ょ
う
よ
う

た
わ
ら
や
ま

【
参
考
】
配
慮
事
項
の
例

調
査
関
連

斜
面
変
状
の
発
生
の
有
無
・規
模
・
範

囲
を
推
定
す
る
た
め
の
山
地
部
に
お
け

る
地
盤
調
査
に
関
す
る
記
載
の
充
実

下
部
構
造
の
設
置
位
置
、
形
式
・
形
状

斜
面
変
状
の
種
類
・
範
囲
と
そ
れ
に
応
じ

た
下
部
構
造
の
設
置
位
置
、
形
式
・形

状
選
定
の
考
え
方
の
具
体
例
の
記
載
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設
計
の
意
図
と
異
な
る
壊
れ
方
を
し
た
橋
の
被
害


兵
庫
県
南
部
地
震
以
降
の
基
準
で
設
計
さ
れ
て
い
た
橋
の
支
承
部
に
お
い
て
、
ゴ
ム
支
承
本
体
が
設
計
と
異
な
る

挙
動
に
よ
り
破
断
し
た
と
思
わ
れ
る
事
例
等
が
存
在
。


ま
た
、
耐
震
補
強
の
た
め
に
設
置
さ
れ
た
制
震
ダ
ン
パ
ー
の
取
付
部
で
損
傷
が
生
じ
、
制
震
ダ
ン
パ
ー
が
機
能
し
な

い
事
例
も
存
在
。


こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
高
い
信
頼
性
を
も
っ
て
全
体
の
損
傷
形
態
を
制
御
す
る
設
計
手
法
を
基
準
類
に
反
映
。

写
真

-1
曲
線
橋
の
ゴ
ム
支
承
等
の
破
断

（
県
道
熊
本
高
森
線
・大
切
畑
大
橋
）

写
真

-2
ダ
ン
パ
ー
取
付
部
の
損
傷

（国
道

3
2

5
号
・南
阿
蘇
橋
）

お
お
き
り
は
た

み
な
み
あ
そ

基
礎
の

耐
力

支
承
部
の

耐
力

橋
脚
の

耐
力

確 率 密 度

耐
荷
力

橋
脚
に

主
た
る

塑
性
化 基
礎
は
塑
性
化
さ
せ
な
い

（
基
礎
と
し
て
弾
性
範
囲
）

支
承
部
は
破
壊
さ
せ
な
い

（
弾
性
範
囲
）

地
震
後
の
点
検
が
し
や
す
く
、

復
旧
も
し
や
す
い
部
材
に
損

傷
を
確
実
に
誘
導
す
る
た
め

の
設
計
法
を
導
入

図
-1
各
部
材
の
設
計
上
の
耐
荷
力
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そ
の
他
（設
計
地
震
動
、
地
域
別
補
正
係
数
の
妥
当
性
）


熊
本
地
震
の
地
震
動
の
中
に
は
、
一
部
の
周
期
帯
で
レ
ベ
ル
２
地
震
動
の
設
計
ス
ペ
ク
ト
ル
を
超
え
て
い
る
地
域
が

あ
る
。
ま
た
、
熊
本
は
地
震
動
を

0
.8

5
倍
等
に
補
正
す
る
地
域
で
あ
る
。


一
方
で
、
今
回
、
震
度
６
弱
以
上
を
観
測
し
た
地
域
に
お
い
て
、
兵
庫
県
南
部
地
震
以
降
の
基
準
を
適
用
し
た
と
考

え
ら
れ
る

1
,2

5
0
橋
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、

9
9

.7
%
の
橋
梁
で
、
落
橋
・
倒
壊
等
の
致
命
的
な
被
害
が
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ

ん
、
緊
急
輸
送
道
路
等
重
要
な
橋
に
つ
い
て
は
橋
と
し
て
の
機
能
の
回
復
が
速
や
か
に
行
い
得
る
性
能
を
発
揮
し

て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。


設
計
地
震
動
、
地
域
別
補
正
係
数
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は
、
こ
う
し
た
状
況
等
を
踏
ま
え
、
引
き
続
き
検
討
。

※
レ
ベ
ル
２
地
震
動
（タ
イ
プ
Ⅱ
）の
地
域
別
補
正
係
数
は
、
過
去
千
数
百
年
程
度
の
地
震
発
生
履
歴
か
ら
作
成
さ
れ
た
地
震
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
に
基
づ
い
て
設
定

図
-1
設
計
地
震
動
と
の
比
較

図
-2
近
年
の
内
陸
直
下
型
地
震
と
の
比
較

1010
0

10
00

10
00

0

0.
1

1
10

最大応答加速度[gal]

固
有
周
期

[s
]

レ
ベ
ル
２
地
震
動
(標
準
値
)

レ
ベ
ル
２
地
震
動
x0
.8
5

益
城
町
4/
16
本
震

益
城
町
4/
14
前
震

最大応答加速度[gal]

固
有
周
期
［s
］

1
0

1
0
0

1
0
0
0

1
0
0
0
0

0
.1

1
.0

1
0
.0

最大応答加速度[gal]

固
有
周
期
[s
]

今
回
の
地
震
（
益
城
町
）

平
成
2
0
年
岩
手
･宮
城
内
陸
地
震
（
K
iK
-
n
e
t一
関
西
）

平
成
1
9
年
新
潟
県
中
越
沖
地
震
（
K
-
N
E
T
柏
崎
）

平
成
1
9
年
能
登
半
島
地
震
（
K
-
N
E
T
穴
水
）

平
成
1
6
年
新
潟
県
中
越
地
震
（
川
口
町
）

平
成
1
2
年
鳥
取
県
西
部
地
震
（
K
iK
-
n
e
t日
野
）

平
成
7
年
兵
庫
県
南
部
地
震
（
鷹
取
駅
）

0
.5

2
.0

最大応答加速度［gal］

固
有
周
期
［s
］

（本
震
）※

1
1
0

※
益
城
町
で
の
地
震
動
は

地
震
計
が
設
置
さ
れ
た

場
所
・
地
盤
条
件
で
の
計

測
値
で
あ
り
、
道
路
構
造

物
の
設
置
位
置
で
の
地

震
動
と
は
異
な
る

※ ※
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ま
と
め
（
橋
梁
）

１
．
耐
震
補
強
の
効
果
の
検
証


兵
庫
県
南
部
地
震
を
受
け
て
、
耐
震
設
計
基
準
の
改
訂
、
緊
急
輸
送
道
路
等
に
つ
い
て
耐
震
補
強
な
ど
を
進
め
て
き
た
結
果
、

一
部
の
橋
梁
を
除
い
て
、
地
震
の
揺
れ
に
よ
る
落
橋
・倒
壊
な
ど
の
致
命
的
な
被
害
は
生
じ
て
い
な
い
。


熊
本
県
内
、
大
分
県
内
の
震
度
６
弱
以
上
を
観
測
し
た
地
域
に
お
け
る
緊
急
輸
送
道
路
に
お
い
て
、
速
や
か
に
機
能
を
回
復
す

る
と
い
う
目
標
を
達
成
で
き
な
か
っ
た
橋
が

1
2
橋
あ
り
、
緊
急
輸
送
等
の
大
き
な
支
障
と
な
っ
た
。


今
後
、
緊
急
輸
送
道
路
等
の
重
要
な
橋
に
つ
い
て
、
被
災
後
速
や
か
に
機
能
を
回
復
で
き
る
よ
う
耐
震
補
強
を
加
速
化
す
る
必

要
が
あ
る
。

２
．
ロ
ッ
キ
ン
グ
橋
脚
を
有
す
る
橋
梁
の
落
橋
等
の
原
因
と
対
策


ロ
ッ
キ
ン
グ
橋
脚
は
、
単
独
で
は
自
立
で
き
ず
、
変
位
が
生
じ
る
と
不
安
定
状
態
と
な
る
特
殊
な
構
造
で
あ
り
、
支
承
部
や
横
変

位
拘
束
構
造
等
の
部
分
的
な
破
壊
が
落
橋
・
倒
壊
等
の
致
命
的
な
被
害
に
つ
な
が
る
可
能
性
が
あ
る
。


部
分
的
な
破
壊
が
落
橋
に
つ
な
が
る
こ
と
を
防
ぎ
、
速
や
か
な
機
能
回
復
を
可
能
と
す
る
構
造
系
へ
の
転
換
が
必
要
。

３
．
地
盤
変
状
に
よ
る
被
災


現
行
基
準
の
配
慮
事
項
に
地
質
・地
盤
調
査
、
橋
の
構
造
形
式
、
設
置
位
置
等
の
配
慮
事
項
を
追
記
。

４
．
設
計
の
意
図
と
異
な
る
壊
れ
方
を
し
た
橋
の
被
害


全
体
の
損
傷
形
態
を
制
御
す
る
設
計
手
法
を
基
準
類
に
反
映
。

５
．
そ
の
他
（設
計
地
震
動
、
地
域
別
補
正
係
数
の
妥
当
性
）


H

8
以
降
の
基
準
を
適
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る

1
,2

5
0
橋
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、

9
9
.7

%
の
橋
梁
で
、
落
橋
・
倒
壊
等
の
致
命
的
な
被

害
が
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
緊
急
輸
送
道
路
等
重
要
な
橋
に
つ
い
て
は
橋
と
し
て
の
機
能
の
回
復
が
速
や
か
に
行
い
得
る
性

能
を
発
揮
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。


設
計
地
震
動
、
地
域
別
補
正
係
数
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は
、
こ
う
し
た
状
況
等
を
踏
ま
え
、
引
き
続
き
検
討
。
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２．議事

５．好事例の共有
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【
機

密
性
２
】

島
根
県

道
路
橋
及
び
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
の
点
検
・
診
断
等
の
支
援
に
関
す
る
協
定

島
根
県
は
、
こ
れ
か
ら
の
本
格
的
な
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
サ
イ
ク
ル

の
推

進
体

制
の

充
実

を
図

る
た
め
、
県

・
市

町
村

へ
専

門
家

に
よ
る
技

術
支

援
を
目

的
と
し
た
「
点

検
・
診

断
等

ア
ド
バ

イ
ザ
ー
制
度
」
を
創
設
し
、
平
成
２
８
年
３
月
２
４
日
に
「
島
根

県
」
・
「
（
公
財
）
島
根
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー
」
・
「
（
一
財
）
橋
梁

調
査
会
」
及
び
「
コ
ン
ク
リ
ー
ト
診
断
士
会
」
と
の
間
で
調
印
式

を
行

っ
た
。

３
月
２
６
日
興
業
タ
イ
ム
ス資

料
⑧
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【
機

密
性
２
】

島
根
県

道
路
橋
及
び
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
の
点
検
・
診
断
等
の
支
援
に
関
す
る
協
定

●
経

緯
•

県
で
は
公
共
土
木
施
設
長
寿
命
化
計
画
の
策
定
を
終
え
、
こ
れ
か
ら
本
格
的
な
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
サ
イ
ク
ル
推
進
体
制
の
確
立
が
急
務

•
県

の
み

な
ら
ず
市

町
村

に
お
い
て
も
点

検
に
要

す
る
費

用
を
な
る
べ

く
節

約
し
、
ま
た
職

員
の

維
持

管
理

に
係

る
技

術
力

の
向

上
を
図

る
た
め
、
直

営
点

検
を
円
滑
に
実
施
す
る
体
制
の
整
備
が
必
要

•
し
か
し
な
が
ら
、
現
時
点
で
は
職
員
の
経
験
不
足
か
ら
損
傷
の
見
落
と
し
や

診
断

の
バ

ラ
ツ
キ
、
的

確
な
修

繕
工

法
の

選
定

が
困

難
な
ど
の

課
題

が
存

在
•

ま
た
、
点
検
の
診
断
結
果
が
適
正
で
あ
る
か
判
定
す
る
健
全
度
判
定
会
に
お
い
て
、
専
門
家
を
招
へ
い
す
る
仕
組
み
（
技
術
支
援
）
が
な
い

•
こ
う
し
た
こ
と
か

ら
、
ア
ド
バ

イ
ザ

ー
制

度
を
確

立
し
、
県

土
、
市

町
村

と
も
必

要
に
応

じ
て
円

滑
に
ア
ド
バ

イ
ザ

ー
が

派
遣

さ
れ

る
制

度
を
創

設

ア
ド
バ
イ
ス
①
：
点
検
実
地
指
導

（
点
検
方
法
、
ポ
イ
ン
ト
の
伝
授
）

ア
ド
バ
イ
ス
②
：
診
断
の
難
し
い
箇
所
の
診
断
指
導

ア
ド
バ
イ
ス
③
：
健
全
度
判
定
に
対
す
る
助
言

：
Ⅲ
、
Ⅳ
の
対
策
方
針
助
言
（

修
繕
方
法
、
詳
細
調
査
の
有
無
）

：
修
繕
等
設
計
業
務
の
選
定
工
法
の
助
言

点
検

診
断

診
断
の
難
易

橋
梁

調
査
会
等
の
指
導

に
よ
る
診
断

難

易

健
全

度
判
定
会

・
健
全
度
判
定

・
健
全
度
Ⅲ
、
Ⅳ
の
対
策
方
針

・
選
定
工
法
の
助
言

ア
ド
バ

イ
ス
③

ア
ド

バ

イ
ス

①

ア
ド
バ

イ
ス
②

【
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
関
与

】

技
術

管
理
課

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

県
土

整
備
事
務
所

市
町

村

健
全
度
判
定
会

（
健
全
度
判
定
、
対
策
方
針
）

点
検
・
診
断

（
直
営
）

点
検
・
診
断

（
直
営
）

対
策
方
針

対
策
方
針

建
設

技
術

セ
ン

タ
ー

派
遣

ア
ド
バ
イ
ス

・
橋

梁
調
査
会

・
コ

ン
ク
リ
ー
ト
診
断
士
会

契
約

一
括
契
約

【
派

遣
ま
で
の

流
れ

】

資
料
⑧
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【
機

密
性

２
】

H
2
8
年

度
研

修
資

料
➈

①
道

路
構

造
物

管
理

実
務

者
研

修
〈
４

～
５

日
間

、
中

国
技

術
事

務
所

〉

対
象

：
自

治
体

職
員

及
び

直
轄

職
員

予
定

人
数

：
１

０
０

名
程

度
（
う

ち
自

治
体

職
員

７
０

名
程

度
）

時
期

：
①

橋
梁
Ⅰ

H
2
8
.6

.2
7
～

7
.1

3
0
名

程
度

橋
梁
Ⅰ

H
2
8
.1

2
.1

2
～

1
2
.1

6
  
  

3
0
名

程
度

橋
梁

Ⅱ
H

2
8
.8

.2
9
～

9
.2

  
  
  
  
 3

0
名

程
度

②
ト

ン
ネ

ル
H

2
8
.7

.1
9
～

7
.2

2
1
0
名

程
度

目
的

：
地

方
公

共
団

体
の

職
員

の
技

術
力

育
成

の
た

め
、

点
検

要
領

に
基

づ
く
点

検
に

必
要

な
知

識
・
技

能
等

を
取

得
す

る
た

め
の

研
修

。

②
そ

の
他

点
検

講
習

会
等

〈
１

～
２

日
間

、
各

県
毎

に
開

催
（
県

独
自

の
研

修
と

共
催

を
調

整
中

）
〉

対
象

：
自

治
体

職
員

（
及

び
直

轄
職

員
）

予
定

人
数

：
１

会
場

４
０

名
程

度
時

期
：
６

月
以

降
目

的
：
管

理
者

又
は

発
注

者
と

し
て

必
要

な
知

識
の

習
得

を
目

的
と

し
て

、
橋

梁
、

ト
ン

ネ
ル

に
係

る
点

検
要

領
の

理
解

に
係

わ
る

講
義

及
び

現
場

実
習

※
Ｈ

２
７

年
度

実
績

：
延

べ
４

０
８

名
の

地
方

公
共

団
体

職
員

（
３

３
市

町
村

）
が

受
講
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